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Ⅰ 取組の背景
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社会保障制度改革のスケジュール

医療介護
総合確保法

改正介護

保険法

改正医療法

基金（医療分のみ） 基金（介護分を追加） 基金 基金 基金

総合確保
方針

病床機能報告

医療介護総合確保推進法

介護報酬改定
診療報酬改定

病床機能報告 病床機能報告

第６期介護保険事業（支援）計画に

位置づけた施策（在宅医療・介護連携等）の実施

地域医療構想の策定 医療計画

基本方針

介護保険

事業計画

基本指針

総合確保

方針
同時改定
（予定）

病床機能報告

計
画
策
定

計
画
策
定

平成２５年度 平成２７年度平成２６年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第７次

計画

第７期

計画

介護療養型医療施設等の期限

改正
国保法

医療保険制度の財政基盤の安定化等、必要な措置を

平成２９年度までを目途に順次講ずる。

医療費適正化基
本方針 医療費適正化計画策定

医療費適正化基
本方針改正

国保の都道府
県単位化

第３期計画

医療機能の分化・連携と、地域包括ケア
システムの構築を一体的に推進

・2025年の医療需要と、目指すべき医療提供体制

・目指すべき医療提供体制を実現するための施策
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奈良県保健医療計画

高齢者福祉計画・介護
保険事業支援計画

奈良県医療費適正化計画

背景１ 社会保障制度改革の取組の推進



○国保の構造的な課題
・低所得者の加入が多い ・年齢構成が高く医療費水準が高い
・人口減少で小規模保険者増 ・年齢構成や所得の地域差が大
・医療給付費の地域差

○解決には、
・地域の実情に即した制度設計にあわせて、
・県民の受益である地域医療の提供水準と県民負担の双方を俯瞰し、
その量的・質的均衡を図る医療・介護分野一体の取組 が必要

その手法として、
社会保障分野の「奈良モデル」の取組が不可欠
・県と市町村がより密接に連携し、
・地域の医療関係者など行政主体以外の活動主体との連携・協働を
積極的に図る
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背景２ 来年度から 国民健康保険の県単位化がスタート



①国民健康保険の対象にとどまらず県民医療全体を対象
・居宅、介護施設その他の病院・診療所以外の場所において提供
される在宅医療等や介護サービスも一体的に対象とする

②県民・患者・利用者の視点に立つ.
・量的に過不足のない医療・介護サービス体制の整備と
負担面から求められる効率性の確保
・受益の均てん化と国保保険料負担の公平化を目指す

③客観的なデータによるエビデンスベーストの展開
・県によるデータの分析と公開
・国や関係者が保有するデータの積極的な提供・開示を求める

社会保障分野の「奈良モデル」の考え方

・医療費適正化の取組
・奈良県地域医療構想の取組
・国民健康保険の県単位化

主な取組

連携のもと推進
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○医療費適正化の取組

・県民負担がいたずらに増大しないよう、効率的な医療提供体制
の構築を含めた取組を進める必要がある

・具体には、医療費及び介護費の地域差分析を行い、課題の洗い
出しと具体の取組の方向性を検討
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経済財政諮問会議（H28.10.21）塩崎大臣提出資料
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医療介護情報専門調査会資料（H28.10.21）
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Ⅱ 現状分析

① 医療費の見える化
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我が国の医療費の推移

医療費の年次推移（国作成）
「国民医療費の概況（Ｈ２６）」

・Ｈ２６の国民医療費は、４０兆８千億円。
・医療費総額は、３０年で２．７倍（Ｓ５９比）の伸び。この傾向は続く。
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都道府県別入院受療率と病床数の相関
人口10万人当たり入院受療率（平成26年度）

人口10万人当たり病床数（平成26年度）（出典）：病床数、平成26年度医療施設調査。入院受療率は、平成26年度患者調査。

＜相関係数：0.988＞
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入院受療率と健康寿命（平均自立期間・男性）との相関
人口10万人当たり入院受療率

（平成26年度）

平均自立期間（平成25年度）
（出典）：入院受療率は、平成26年度患者調査。

＜相関係数：-0.14＞
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奈良県の医療費の現状

・１人あたり医療費（年齢調整後）を見ると全国的に西高東低
・多くの府県では、入院の地域差指数への寄与が大きい
・奈良県は全国平均水準（近年同じ傾向）

医療費の全国比較（国作成）
診療種別寄与度分析（Ｈ２６）
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奈良県の医療費の年次推移
（国保＋後期）

後期高齢者医療制度の総額：Ｈ２０の５２％増、１人当たり医療費：２３％増

国民健康保険の総額：Ｈ２０の１６％増、１人当たり医療費：２５％増

・奈良県の状況も全国と同様。
・特に後期高齢者医療制度の伸びが大きい。

年齢階層別の１人当たり医療費
（国保＋後期、Ｈ２７）

・２０歳以降、加齢とともに医療費は増加。
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市町村別の医療費の状況

市町村毎の地域差分析

・県内市町村ごとの一人あたり医療費を見ると１．３７倍の地域差が発生。
南部山間地域は高齢化が進んでおり医療費が高い。

市町村別１人当たり医療費
＜年齢補正前＞（国保＋後期、Ｈ２７）
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・年齢別一人あたり医療費では、平野部の高齢者に比べ、南部・東部山間地域部の高齢者が低い。

・年齢補正後においても１．３３倍の地域差が発生（最高値は県平均＋8.7％に低下）。
年齢補正後は、逆に南部山間地域や東部山間地域が低く、平野部が高くなる傾向がある。

市町村別１人当たり医療費
<年齢補正後>（国保＋後期、Ｈ２７）

地域別の年齢別被保険者１人当たり医療費
<入院>（国保＋後期、Ｈ２７）

地域別の年齢別被保険者１人当たり医療費
<外来>（国保＋後期、Ｈ２７）
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１人当たり医療費の診療種別寄与度
＜年齢補正後＞（国保＋後期、Ｈ２７） 入院が医療費を引き

上げている

外来・調剤が他に比
べて少ない
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疾病分類別の医療費分析

・奈良県トップ10を見ると、生活習慣の影響が大きい疾病（赤字）が多く含まれる。

疾病分類別年齢別医療費 （国保＋後期、Ｈ２７）

赤は、生活習慣の影響が大きい疾患

各疾病別に医療費が最も高い年齢層を着色

0～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～89 90～

1 高血圧性疾患 23,983 0 1 1 75 332 688 4,066 8,268 8,056 2,477

2 糖尿病 19,019 3 1 3 119 329 850 4,210 7,586 4,940 947

3 骨折 10,897 17 7 3 68 105 178 864 2,633 4,891 2,045

4 その他の悪性新生物 9,715 9 4 5 41 119 296 2,381 4,163 2,355 264

5 腎不全 9,590 0 0 0 63 274 658 2,430 3,451 2,409 304

6 歯肉炎及び歯周疾患 9,229 53 10 21 358 541 642 2,408 3,224 1,482 212

7 その他の心疾患 8,573 4 1 2 44 78 152 1,128 2,818 3,103 1,220

8 脳梗塞 7,190 1 0 0 9 54 130 765 2,177 2,962 1,090

9
統合失調症，統合失調症型
障害及び妄想性障害

6,644 0 2 10 479 1,086 1,289 1,905 1,203 515 50

10 虚血性心疾患 6,617 0 0 0 7 71 232 1,275 2,828 1,831 370

疾病中分類別・年齢階級別　総医療費(百万円)
順位 中分類疾病名

総医療
費

(百万円)
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疾病分類別医療費比較
（中分類、国保＋後期、Ｈ２７）

奈良県平均
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・疾病別でも、市町村間で一人当たり医療費に大きな
格差が生じている。
・これらの要因について、診療行為の地域差分析等を
含めて更に分析を進める必要がある。



20

７．６倍

奈良県平均

奈良県平均

20



21

５．３倍

１６．３倍

奈良県平均

奈良県平均
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１人年間
平均医療費
567万円

・レセプト１件当たり医療費では腎不全が群を抜いて高く、この主要因は人工透析。

・人工透析の原因疾患の第１位である糖尿病性腎症の重症化予防や生活習慣病対策の強化が重要。

単位：万円

人工透析を行う患者の
年間医療費の推移

高血圧
高血糖
高尿酸
脂質異常

など

糖尿病（糖尿病性腎症）
糸球体疾患（慢性糸球体腎炎）
高血圧性疾患（腎硬化症） など

腎不全 人工透析症状の進行症状の進行

レセプト：１医療機関受診につき、毎月１件作成

順位 中分類疾病名 総医療費(億円) レセプト件数(件)
レセプト1件当たり
医療費(円)

1 高血圧性疾患 240 1,319,712 18,173

2 糖尿病 190 633,260 30,033

3 骨折 109 66,600 163,626

4 その他の悪性新生物 97 69,366 140,051

5 腎不全 96 27,652 346,804

6 歯肉炎及び歯周疾患 92 769,816 11,988

7 その他の心疾患 86 76,996 111,340

8 脳梗塞 72 70,982 101,287

9
統合失調症，統合失調症型障
害及び妄想性障害

66 58,865 112,871

10 虚血性心疾患 66 99,358 66,599 22



→糖尿病の重症化による合併症（糖尿病性腎症、糖尿病網膜症 等）の予防を強化

・糖尿病専門医の育成

県立医科大学に「糖尿病学講座」を設置（Ｈ２５～）
（糖尿病専門医の育成、糖尿病診療水準の向上、糖尿病診療実態調査 等）

・症状に応じて糖尿病専門医へつなぐ体制の構築

「奈良県糖尿病診療ネットワーク専門医協議会」を立ち上げ（Ｈ２８～）
（かかりつけ医から専門医への紹介基準の検討 等）

かかりつけ医から専門医への紹介基準（案）

糖尿病の疑いのある患者の
腎障害の度合いを判断
・検尿：尿蛋白（±）以上
・血液検査

eGFR＜60ml/分/1.73㎡
など

患者の状態によって適時
必要な診療科に紹介

腎障害
あり

腎障害
無し

追加検査により
腎障害の進行度合いを判断
・検尿：尿蛋白（２＋）以上
・血液検査

eGFR＜45ml/分/1.73㎡
など

腎障害が
進行している

腎障害が
進行していない

かかりつけ医

糖尿病専門医
眼科医

糖尿病専門医or腎臓専門医
眼科医

腎臓専門医、糖尿病専門医
眼科医

糖尿病教育
が必要etc

糖尿病リスク
低い

症状に応じて必要な診療科
（眼科等）を紹介

紹介

紹介

紹介

紹介

●県内の糖尿病が疑われる患者推計103,500人
このうち、通院中の患者は、67,500人
毎年、新規に約200人の糖尿病患者が、
腎障害の進行により人工透析導入

●県内の糖尿病専門医は、30人
★糖尿病専門医がいる病院（６病院）
市立奈良病院、奈良県総合医療センター、天理よろづ病院
近大奈良病院、県立医大附属病院、南奈良総合医療センター

（H24国民健康・栄養調査から推計）

糖尿病重症化予防の取組

県下における糖尿病診療体制の強化
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○H28年度 対象者７７人に働きかけ、かかりつけ医の
推薦及び本人同意が得られた者１４名に実施

市町村による糖尿病対策の取組

○H27年度 １３市町村で実施
大和高田市、御所市、生駒市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、安堵町、川西町、王寺町、広陵町、
吉野町、下市町
※H27特定健診においてHba1c8.4以上の者を対象に実施

糖尿病要治療者への受診勧奨の実施 (県調整交付金を活用)

糖尿病性腎症（疑いを含む）の患者に対する保健指導の実施

奈良市

○H28年度 対象者３８人に働きかけ、かかりつけ医の
推薦及び本人同意が得られた者５名に実施

王寺町

保険者（国保、共済、協会けんぽ等）が協力し、かかりつけ医や糖尿病専門医等との連携のもと、
糖尿病性腎症患者への受診勧奨や保健指導を県域で実施することを目的に策定

・内容：対象者の選定基準、受診勧奨や保健指導の具体内容
・策定主体：奈良県・県医師会、糖尿病対策推進会議

取組の全県的拡大に向け、「奈良県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を今年度策定

24

・〔内容〕 個別面談や電話等により、食事・運動・服薬等の自己管理方法を、保健師・栄養士が６ヶ月間継続的に指導
・腎不全・人工透析への移行防止、心筋梗塞、脳梗塞の発症予防を目的として、 Ⅱ型糖尿病で腎機能が低下して
いる者を対象に、個別面談や電話等により、食事・運動・服薬等の自己管理方法を、保健師・栄養士が６ヶ月間
継続的に指導



特定健診等実施状況データ（平成27年度）
国民健康保険中央会

生活習慣病予防の取組状況

３．０倍
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特定保健指導実施率の地域差

特定健診等実施状況データ（平成27年度）
国民健康保険中央会
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内臓脂肪症候群（メタボ）該当者割合の地域差

特定健診等実施状況デ
ータ（平成27年度）
国民健康保険中央会

内臓脂肪症候群判定基準

腹囲
追加リスク

内臓脂肪症候群
①血糖②脂質③血圧

85㎝以上（男）
90㎝以上（女）

2つ以上該当 該当者

1つ該当 予備者

①空腹時血糖110㎎/dl以上 ②a中性脂肪150㎎/dl以上かつ・またはb HDLコレステロール40mg/dl未満 ③ａ収縮期血圧130mmHg以上かつ・
またはb 拡張期血圧85mmHg以上
※①~③に対する薬剤治療を受けている場合は、それぞれの項目に含める。

27



内臓脂肪症候群（メタボ）予備群者割合の地域差

特定健診等実施状況デ
ータ（平成27年度）
国民健康保険中央会

県平均10.8％

内臓脂肪症候群判定基準

腹囲
追加リスク

内臓脂肪症候群
①血糖②脂質③血圧

85㎝以上（男）
90㎝以上（女）

2つ以上該当 該当者

1つ該当 予備群者

①空腹時血糖110㎎/dl以上 ②a 中性脂肪150㎎/dl以上かつ・またはb HDLコレステロール40mg/dl未満 ③ａ収縮期血圧130mmHg以上かつ・またはb 拡張
期血圧85mmHg以上
※①~③に対する薬剤治療を受けている場合は、それぞれの項目に含める。 28



奈良県国民健康保険団体連合会提供データ
特定健康診査に係る情報項目に関するファイル抽出（平成27年度分）

※都道府県平均データは国民健康保険中央会報告書より

県平均11.0％
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奈良県国民健康保険団体連合会提供データ
特定健康診査に係る情報項目に関するファイル抽出（平成27年度分）
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奈良県国民健康保険団体連合会提供データ
特定健康診査に係る情報項目に関するファイル抽出（平成27年度分）
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奈良県国民健康保険団体連合会提供データ
特定健康診査に係る情報項目に関するファイル抽出（平成27年度分） 32



市町村別保健師数・人口１万人あたり
保健師数（H29）

《参考数値》
人口1万人対就業保健師数
（市町村配置数（保健所配置数を除く）
全 国 2.17人
奈良県 2.29人
長野県 4.28人

〈H26衛生行政報告例〉

保健師の配置状況

・人口の少ない町村においては、人口1万人
あたり保健師数は多いが、１人、２人の保
健師の配置では、法定業務に追われて、
地域の実情に応じた保健事業に手が回ら
ない状況

33

交通環境等も踏まえつつ
業務共同化を検討してはどうか



１．法定業務
母子健康手帳交付、乳幼児健診、予防接種、特定健診、特定保健指導など

２．地域の課題に応じた保健事業の企画・実行

・住民の健康課題について優先順位をつけ抽出し支援対象を見極め
・健康課題を解決するための事業の企画立案
・解決に向けた役割分担、関係機関との調整
・事業評価
・住民の主体的な健康づくりの取組支援（地域組織やボランティアの育成等）
・ハイリスク者の個別支援 など

１．保健師の適正配置推進
・保健師の少ない町村においては、業務共同化は解決策
・来年度設置予定の（仮称）国保事務支援センターにおいて地域の保健活動の支援を予定

２．部局・課横断の取組の推進・職員の意識改革

・特定健診・保健指導は国保担当課の所管、がん検診は保健センターの所管など
関連業務について所管の分断が見られる。
・市・町では、医療・介護・福祉などに保健師が分散配置されており、縦割り意識が強い。

保健師活動の活性化に向けて

充実・強化

主な業務

取組強化が
課題

34



○平群町
・「特定健診」受診について年間を通じた啓発を企画
（広報誌、商工会会報誌、町内スーパーや道の駅等での街頭啓発など）
・「がん検診」と「特定健診」を同時実施
・たばこ対策推進員などのボランティアと連携した啓発活動の実施
・運動と栄養に特化した生活習慣改善の教室（元気にこにこ教室）の開催
・町医師会との情報共有の場を設置、出前健康講座の実施 など

○桜井市
・「がん検診」と「特定健診」の受診券の一体化、健診案内のデザインの工夫
・休日における「がん検診」と「特定健診」の同時実施
・「特定健診」結果送付時に個人ごとに生活改善メッセージを添付 など

○葛城市
・自治会と連携した出前「特定健診」の実施
・健（検）診での託児サービスの実施
・健康づくり推進員と連携協働した健康教室での
健（検）診受診勧奨の実施 など

○御所市
・電話や訪問による「特定健診」未受診者個別勧奨
・「特定健診」の夜間・休日実施や地域巡回実施
・生活習慣病予防教室（10歳若がえり教室）の開催
（関係者でカンファレンスを実施しプログラムを
毎回見直すなど、きめ細やかに対応） など

35

保健師活動が活発な県内市町村の取組例（特定健診分野）



こめ

市町村別後発医薬品数量シェア （国保＋後期、Ｈ２８．３診療分）

・外来医療費の１／３程度を占める薬剤料の適正化も重要。
（※国データ H27.6審査分より推計）

・後発医薬品の使用促進、多剤投与防止など医薬品の適正利用推進の観点から取組を推進。

県平均：56.4%

最高値と最低値の差 26.2ポイント

最低値：39.1％

最高値：65.3％

薬剤費の市町村ごとの地域差の分析

36

薬剤費の状況

国の設定目標：Ｈ３２後発医薬品８０％



こめ

同一月内に複数種類の薬剤を投与さ
れ患者の薬剤費（後期、Ｈ２７．１０）

25種類以上の患者も
後期に1,356人存在

同一月内に複数種類の薬剤を投与
された患者割合（後期、Ｈ２７．１０）

・後期では、約７割の患者が５剤以上の多剤投与を受けている。
・多剤投薬は、残薬の発生等のほか、薬の飲み合わせ等による健康面への
影響が懸念される。

・５剤以上の投与を受けている患者の薬剤費は、薬剤費全体の約９割を
占める。
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同一月内に同成分の薬剤を複数医療期間
から投与された患者割合（後期、Ｈ２７．１０）

・後期では、４％前後の患者が、同一月内に複数の医療機関から同じ成分の薬剤を投与されている。
・医療費の問題のみならず、同じ成分を過量に投与されることで、健康面での悪影響も懸念される。
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